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 【開会=午前１１時５１分】 

 

 ただいまから総務委員会を開会いたします。本委員会に

付託されました議案については、お手元に配付した通りで

あります。既に説明が終わっておりますので、直ちに質疑

に入ります。その前に委員長からお願いしておきます。委

員及び執行部におかれましては、簡潔明瞭な質疑、答弁を

お願いいたします。また、執行部におかれましては、発言

する前に挙手、職名を発言の上、委員長の許可を得てから

行うようにお願いします。なお、発言時は着座にて発言し

ていただいて構いません。 

最初に、「議第２５号 令和４年度羽島市一般会計補正予

算（第１３号）」を議題といたします。 

質疑を行います。質疑のある方はご発言願います。 

 

（質疑なし） 

 

質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。討論のある方はご発言願いま

す。 

 

（討論なし） 

 

討論を終わります。 

採決を行います。議第２５号は原案の通り可決すること

にご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

ご異議なしと認め、議第２５号は原案の通り可決するこ

とに決しました。 

ここで関係者以外の方は退席いただいて結構です。 

 

（関係者以外退席） 

 

次に、議第１４号を議題といたします。 

質疑を行います。質疑のある方はご発言願います。 

 

（質疑なし） 

 

質疑を終わります。 
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続いて討論を行います。討論のある方はご発言願います。 

 

（討論なし） 

 

討論を終わります。 

採決を行います。議第１４号は原案の通り可決すること

にご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

ご異議なしと認め、議第１４号は原案の通り可決するこ

とに決しました。 

次に議第２４号を議題といたします。 

質疑を行います。質疑のある方はご発言願います。 

 

（質疑なし） 

 

質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論のある方はご発言願います。 

 

（討論なし） 

 

討論を終わります。 

採決を行います。議第２４号は原案の通り可決すること

にご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

ご異議なしと認め、議第２４号は原案の通り可決するこ

とに決しました。 

次に議第２７号を議題といたします。 

質疑を行います。質疑のある方はご発言願います。 

 

 議案書８０ページ、議第２７号 動産の取得についてお尋

ねをいたします。今回更新を予定されている消防ポンプ自

動車ですけど、自動車メーカーの不正や半導体不足もあり、

供給がかなり遅れていると聞いております。昨日の質疑で

もありましたように、令和６年末というようなことで、こ

れは消防力整備計画の更新計画に影響が出ていると思いま

すが、常備消防、非常備ともどのような状況かお聞かせ願

います。 
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 お答えいたします。本市が定める消防車両更新計画では、

常備消防、非常備消防ともに、数台に更新の遅れが生じて

おりますが、いずれの車両についても万全の修繕、整備を

施し、災害出動に支障が生じないよう管理しております。

以上でございます。 

 

 多少整備計画が遅れているということですけど、消防力

整備計画の更新計画について、見直しをする考えはあるの

でしょうかお聞きします。 

 

 お答えいたします。羽島市消防力整備計画は、平成２９

年１０月に策定し、計画期間は平成３０年度から令和９年

度までの１０年間としております。今後におきましても、

本市の実情に最も適した消防活動のあり方を加味し、計画

に見直しが必要となった場合は検討してまいりたいと考え

ております。以上でございます。 

 

 他に質疑のある方はご発言願います。 

 

（質疑なし） 

 

質疑を終わります。 

続いて討論を行います。討論のある方はご発言願います。 

 

（討論なし） 

 

討論を終わります。 

採決を行います。議第２７号は原案の通り可決すること

にご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

ご異議なしと認め、議第２７号は原案の通り可決するこ

とに決しました。 

以上で本委員会に付託されました案件の審査は終了いた

しました。これをもちまして、総務委員会を終了いたしま

す。なお、委員長報告についてはご一任願います。ご苦労

様でした。 

 

【委員会終了=午前１１時５８分】 
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 【協議会開始＝午前１１時５８分】 

 

続いて協議会を開催いたします。執行部からの報告をお

願いします。 

 

３月末の補正予算の専決処分について、この場をお借り

し、お願いいたします。今定例会に提案いたしました令和

４年度補正予算につきましては、１月末現在で調製を行っ

たものでございます。従いまして、今後３月末までに確定

いたします地方交付税、譲与税、交付金などの補正につき

まして、例年どおり３月末日付で専決処分をさせていただ

く予定をしておりますのでよろしくお願い申し上げます。

以上でございます。 

 

以上で総務委員会協議会を終了いたします。ご苦労様で

した。 

 

【協議会終了＝午前１１時５９分】 

 


